






 

していくであろう。 
主要各社が提供するオンライン診療システムには，狭義のオンライン診療関連サービス

（予約，問診，処方，決済）だけでなく，利用者に対する様々なサポート機能が実装されて

いる場合が多い。これらは，患者と医師・医療機関をつなぐデジタル・プラットフォーム

（以下，「DPF」と略記）としての性格を有する。 
他方で，競争政策・競争法の観点からは，従来多くの独禁法違反事件にみられる地域医師

会による反競争的行動のみならず，DPFによる市場支配力行使や，DPFが提供する情報交換

の「場」を利用したDPF・医師間，医師相互間の市場操作やカルテル等が全国レベルで展開

される可能性などが懸念される38。 

(2) コロナ治療薬・ワクチン 

コロナ治療薬やワクチンについては，世界のワクチン製薬会社と各国政府の間の取引，コ

ロナ検査・治療薬の開発・取引，それらを含め製薬会社間の競争が注目されている。 
これらのうち，ワクチンについては，ワクチン生産国間の供給をめぐる諸問題が大きな話

題となっているが，製薬会社間の競争の実態に関しては，ワクチンの価格，取引条件を含め，

断片的な情報しか公にされていない。おそらく厳格な秘密保持契約(NDA)が，ワクチン製造

会社側から要求されているのであろう。 
ワクチン接種は，すべての国民に無料で提供され，接種が推奨されるということから，い

わば市場経済の枠から外して実施されている。しかし，ワクチンは私企業によって開発され，

契約によって各国に販売されるのであるから，国際的な市場経済の枠内で行われている。し

かし，ワクチンは今後も接種を繰り返す必要があるので，国の財政にとって重い負担になり

続けるであろう。国産のワクチンやコロナ治療薬の開発・実用化などの動きもあるようであ

り，今後は，これらに関する取引を競争秩序のなかにどう位置付けるかという問題がいずれ

表れるとも考えられる。 
 
文献リスト（50音順。引用は，→以下に示す略語で示した） 
阿部泰隆『新型コロナ対策の法政策的処方せん』（信山社，2022）→阿部泰隆[2022] 
碓井光明「公共契約と司法審査」磯部力ほか（編）『政策実現と行政法 成田頼明古稀』

（有斐閣，1998）389頁以下→碓井光明[1998] 
碓井光明『公共契約法精義』（信山社，2005）→碓井光明[2005] 
碓井光明『公的資金助成法精義』（信山社，2007）→碓井光明[2007] 
碓井光明『政府経費法精義』（信山社，2008）→碓井光明[2008] 

 
38 最近の事例として，エムスリーによる日本アルトマークの株式取得事件＝公取委発表令和元・10・
24（医薬品情報提供プラットフォーム，医療情報データベース提供事業に関する企業結合事例），本

件については，東條吉純[2020]参照。 
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藤原淳一郎「わが国コロナ・パンデミック危機管理前史(1)～（4 完）」慶應大学・法学研
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（2022）→藤原淳一郎[2021-22] 

舟田「経済法序説(1)」立教法学90号1頁以下(2014)→舟田[2014] 
舟田『独占禁止法研究』(勁草書房，2021）→舟田[2021] 
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→山本隆司[2000] 
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Ⅰ はじめに～問題の所在 

 本稿は，我が国における遠隔医療サービスのうち，とりわけ，公的保険の適用対象である

オンライン診療サービスについて，規制の段階的自由化を中心に，形成途上にある市場の状

況を概観するとともに，医療サービスに係る規制と競争という観点から，現在及び将来の独

禁法の役割について素描することを試みるものである。 

 新型コロナウイルス感染症の拡大は，医療デジタル化の遅れを含む，日本の医療体制の脆

弱性を浮き彫りにした。病院・診療所等医療機関が保有する人口当たり病床数で比べると，

日本は主要国のなかで最多である。また，新型コロナウイルス感染者数は，少なくとも第6

波までは世界的に見て穏当な水準にとどまっていたにもかかわらず，患者が十分な治療を受

けられない事例が相次ぎ，本来であれば救えた命を死に至らしめる事態が発生した。こうし

た事態を招いた要因の一つとして，診療所の多くが，新型コロナウイルスの流行下で，「院

内の感染防御ができない」等を理由として，発熱患者の診察や自宅療養者への往診を拒み，

医療へのアクセスを閉ざされた患者が続出したことが挙げられる1。 

 また，今回の新型コロナウイルス感染症拡大期のように，患者が通院による対面診療を忌

避するような状況においては，オンライン診療を含む遠隔医療が，医療アクセスを確保する

ための非常に有力な打開策となる筈であるところ，2020年4月にオンライン診療が解禁され

て1年経過した2021年4月時点において，オンライン診療に対応する医療機関は全体の15%，

初診から対応する医療機関は6.5%に過ぎなかった。こうした医療界におけるデジタル活用の

遅れの背景にも，開業医の既得権問題を含むわが国医療業界の深刻な構造的問題がある。 

オンライン診療の普及と競争の活発化は，開業医にとっては患者を奪われかねない死活問

題であり，開業医の主張を代弁する日本医師会は，今日に至るまで，医療デジタル化に強い

抵抗を続けている。そこで展開されてきた立論と提案は，患者の立場からすれば合理的理由

に乏しいものも少なくない。例えば，2022年1月に公益委員裁定を経てようやく撤廃された

オンライン診療総量規制（オンライン診療を全診療の1割以下とする上限規制）はその一例

である。遠隔地からの安易な診療が広がれば，各地域の診療所の経営を圧迫し，ひいては地

域医療を崩壊させることになる，という日本医師会の主張も，オンライン診療に対する厳格

な規制レベルを踏まえ，かつ，新型コロナ禍の下で患者に医療が提供されていない現状に鑑

 
1 国内の登録医師約34万人のうち約11万人が診療所で働く，いわゆる開業医であるが，この11万人へ

のガバナンスが弱く，コロナ対応でも開業医の協力度は二極化した。日本は医師の開業に制限がなく，

診療科も自由に掲げることができるため，政府が，医療需要に応じて医療機関の数や診療科ごとの医

師数を決めることはできない。このため，医療人材の有効活用ができない仕組みになっている。「医

療再建（上）開業医の統治不全に風穴を 遅れるデジタル活用」日本経済新聞朝刊（2022年6月21
日）1面。なお，直近の医師数については，厚生労働省「令和2(2020)年医師・歯科医師・薬剤師統計

の概況」2022年3月17日，https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/20/dl/R02_1gaikyo.pdf（最終閲覧

日：2022年8月29日）を参照した。同統計によれば，2020年12月31日時点の医師数は339,623人（うち

医療施設の従事者数は323,700人）であり，診療所の従事者は107,226人，病院の従事者は216,474人と

なっている。 
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みると，持続可能な医療提供体制の構築という公益目的に照らして，開業医の既得権を擁護

する一方で，肝心の医療アクセス保障に資することのない過剰規制と言わざるを得ない。 

 このように，オンライン診療サービスを巡る綱引きが継続するなかで，地域医療体制の崩

壊を招くことなく，医療サービスをより患者本位のサービス産業に転換させるという観点か

らは2，オンライン診療サービスに係る規制と競争はどのような方向性を見出すべきか。ま

た，その過程において，独禁法が果たすべき役割にはどのようなものがあるのだろうか。 

 以上の問題意識を踏まえて，本稿では，まず，オンライン診療サービスが段階的に自由化

されてきた過程について概観し，対面診療原則に対して，オンライン診療があくまでも例外

的にのみ認められている規制の現状を確認する。次に，わが国における医療サービス提供体

制の問題点について，とくに新型コロナウイルス感染症拡大に際して露呈した脆弱性を踏ま

えて考察し，患者本位の医療サービス提供体制を整備するためには，オンライン診療サービ

スに関する規制について，より一層の自由化と競争導入が望ましいことを明らかにする。ま

た，自由化の過程において，競争政策の観点がどのように貢献し得るかという点について，

独禁法の適用をはじめとする競争政策に基づく適切な規制的介入が，将来の診療サービス市

場のあり方を方向付ける点について述べる。 

 

Ⅱ オンライン診療サービス市場の現状と評価 

１．オンライン診療自由化の現状 

 オンライン診療サービスは，2018年度から段階的に自由化されて今日に至っているが，今

なお対面診療に対する例外としての位置付けがなされていることに加え，診療報酬点数は，

対面診療の約87%にとどまっている。我が国の医療が直面する医療資源の偏在や高齢化によ

る通院困難患者への対応等の課題解決のための施策としてオンライン診療を強く推進してい

るとは言い難い状況にある。 

 遠隔医療サービスは，疾病と対する患者の受療行動に応じて，予防・診断・治療・予後の

各段階に分類されるが，本稿が考察対象とするオンライン診療は，診断・治療の両領域に含

まれる。より具体的には，「医師―患者間において，情報通信機器を通して，患者の診察及

び診断を行い診断結果の伝達や処方等の診療行為を，リアルタイムにより行う行為」を言う

3。これに先行する予防分野の，より一般的なオンラインのヘルスケアサービス提供につい

ては，健常者向けの医療・健康情報ポータルや健康増進・管理アプリの供給等，多くのデジ

 
2 日本経済新聞社・日本経済研究センター「【医療改革提言】デジタル医療を成長の原動力に HCX
深 化 で 患 者 本 位 の サ ー ビ ス を 」 （ 2022 年 6 月 20 日 ） ，
https://www.jcer.or.jp/jcer_download_log.php?f=eyJwb3N0X2lkIjo5MzU1NiwiZmlsZV9wb3N0X2lkIjo5MzU2
Mn0=&post_id=93556&file_post_id=93562（最終閲覧日：2022年8月29日）。 
3 厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」（平成30年3月（令和4年1月一部改訂））

（以下，「改訂指針」という）5頁。 
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タルプラットフォームによって膨大な数のサービスが提供されているが，ほとんどの場合，

公的保険の適用対象ではなく，医師法の適用対象となる「医行為」（医療行為）でもない

（医師法17条）4。 

 オンライン診療サービスの適法性については，無診察治療等を禁じる医師法20条の「診

察」概念との関係で解釈上の整理が必要であるところ，1997年の厚生省健康政策局長通知以

降，数次にわたって解釈が示されてきた。また，医師の働き方の改善という観点からICTを

活用した勤務環境改善の必要性が注記され，医師の偏在という観点からも医師の不足する地

域においてオンライン診療が有用であるとの考え方が示される等の議論を経て，2018年度か

ら再診に限ってオンライン診療が一部解禁された。より具体的には，2018年度診療報酬改定

で「オンライン診療料」等の項目が創設されるとともに，実施に関する留意点等を定めた

「オンライン診療の適切な実施に関する指針」が策定されたが（2018年3月），同指針にお

いては，初診対面実施原則が採用され，対象疾患についても様々な要件が定められた。 

その後，新型コロナウイルス感染が急拡大した2020年4月には，医療機関を受診すること

が困難となった患者や，宿泊療養施設の患者への医療提供手段としてオンライン診療へのニ

ーズが急激に高まり，新型コロナウイルス下の特例措置として初診からのオンライン診療が

認められることとなった5。 

 さらに，2021年6月，初診からのオンライン診療を2022年度から恒久化する内容を盛り込

んだ規制改革実施計画6が閣議決定された。これに基づき，厚生労働省の「オンライン診療

に関する指針の見直しに関する検討会」で初診からのオンライン診療の恒久化・制度化に向

けた具体的な検討が行われた結果，2022年1月，改訂指針が策定・公表された7。改訂指針に

よれば，初診対面原則が撤廃され，かかりつけ医以外の医師でも患者に関する医療情報を十

分に持っていれば，診療前相談を経て，初診からのオンライン診療が可能となる。また，1

 
4 両者の中間的サービスとして，オンライン受診勧奨がある。多くの場合，医師による一定の医学的

判断の伝達を伴うものであり，誤情報の伝達の際にはリスクが生じる。例えば，発疹に対して問診を

行い，「あなたのこの発疹の形状や色ですと蕁麻疹が疑われるので，皮膚科を受診してください」と

勧奨する等の場合がこれに該当する。厚生労働省・前掲注(3)8頁。 
5 規制改革推進会議・新型コロナウイルス感染症対策に関する特命タスクフォース（2020年4月2日第1
回・2020年4月3日第2回開催）の議論と，これを受けた「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」

（2020年4月7日閣議決定）のなかの「院内感染を含む感染防止のため，非常時の対応として，オンラ

イン・電話による診療，オンライン・電話による服薬指導が希望する患者によって活用されるよう直

ちに制度を見直し，できる限り早期に実施する」との決定を受けて，2020年4月10日には，COVID-19
疑いも含めた初診も解禁された。厚生労働省医政局医事課 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課「事

務連絡 新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・

特例的な取扱いについて」（2020年4月10日）2頁。 
6 2021年6月18日閣議決定。 
7 厚生労働省・前掲注(3)2頁。改訂指針は，オンライン診療に際して，「最低限遵守する事項及び推

奨される事項並びにその考え方を示し，安全性・必要性・有効性の観点から，医師，患者及び関係者

が安心できる適切なオンライン診療の普及を推進するために策定するもの」であり，「今後のオンラ

イン診療の普及，技術革新等の状況を踏まえ，定期的に内容を見直すことを予定している」とされる。 
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か月当たりのオンライン診療の割合を1割以下とする総量上限規制及び医療機関と患者との

間の時間・距離要件（約30分以内に通院可能な距離）は撤廃された。他方において，「初診

からのオンライン診療は，原則として『かかりつけの医師』8が行うこと」，かつ，「直接

の対面診療を組み合わせることが原則である」との記載も残された。 

 また，2022年に改定されたオンライン診療の診療報酬点数は，初診において，2020年の特

例措置の際の211点から251点へと加算され，対面診療の場合（288点）の約87%にまで引き上

げられたが9，対面診療時と同一の診療報酬水準にまでは至らなかった。これは，オンライ

ン診療は，たとえ同内容，同水準で実施されるものであったとしても対面診療とは異なると

いう従来の理解を維持した上で，効率的で利便性の高い医療を患者が享受できるよう，オン

ライン診療の推進に資する適切な報酬設定を図ったものと考えられるが，「患者ニーズを踏

まえた適切な普及・促進を図る中で，安全性と信頼性の確保を前提に適切に評価」するとい

う基本方針10に照らすと，やや物足りない内容にとどまったと評価せざるを得ない。 

 

２．オンライン診療自由化を巡る主張の対立 

上述のようなオンライン診療規制及び診療報酬設定の現状は，効率的で利便性の高い医療

アクセスへの患者のニーズを反映して，オンライン診療自由化を推進しようとする規制改革

推進会議や保険組合等の支払側の考え方と，「医療機関へのアクセスが制限されている場合

の対面診療の補完」という立場を堅持する医師会等の診療側の考え方の双方に配慮したもの

と考えられるが11，結果として，オンライン診療に係る政府方針の方向性がやや分かりにく

いものとなっている。とくに，引き上げ後の診療報酬点数が対面診療より低い現状では，オ

ンライン診療が急速に普及することは期待できないだろう。以下，オンライン診療自由化を

巡る二つの対立点（①対面診療と比較してオンライン診療の質は劣るか，②オンライン診療

は地域医療体制を崩壊させるか）について見ていく。 

(1) オンライン診療は質において対面診療より劣るか 

医師会等の立場は，問診と視診に限定されるオンライン診療は，医師の五感を活用して行

 
8 「かかりつけの医師」とは，「日頃より直接の対面診療を重ねている等，患者と直接的な関係が既

に存在する医師」と説明され，日本医師会が定義する「かかりつけ医」とは異なる概念として用いら

れている。 
9 対面診療の点数水準と厚生労働省医政局医事課 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課・前掲注(5)に
おける手数水準の中間程度の水準とすることが適当であるとの公益委員裁定による中央社会保険医療

協議会総会（第513回）資料「オンライン診療に係る算定要件，施設基準及び点数基準」（2022年1月
26日）2頁，https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000887524.pdf（最終閲覧日：2022年9月14日）。 
10 社会保障審議会医療保険部会・社会保障審議会医療部会「令和4年度診療報酬改定の基本方針」

（令和3年12月10日）。 
11 中央社会保険医療協議会（中医協）は，健康保険等の保険者・被保険者らを代表する支払側の委員

（1号委員），医師等を代表する診療側の委員（2号委員），及び公益を代表する委員（3号）から構

成される厚生労働大臣の諮問機関である（社会保険医療協議会法3条）。 
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う対面診療と比較すると質の劣る診療サービスであり，疾病の見落としや誤診リスクについ

ても有意な差が生じることを免れないというものである。したがって，両者が同内容，同水

準というのは論理的にあり得ず，診療報酬点数の設定においても，対面とオンラインを同じ

点数とすることもあり得ない。オンライン診療は，あくまでも対面診療の補完的な位置付け

であり，代替的なサービスではないとされる。 

これに対して，規制改革推進会議は，患者等の身近な場所での受診や薬剤受取が可能とな

るオンライン診療・服薬指導や電子処方箋の普及・促進等は，移動の負担の大きい患者等に

とっては，必要な医療アクセスに直結し，患者本位・利用者本位の医療を実現するための基

盤となる取組であると位置付けた上で，「オンライン診療の適切な実施に関する指針」その

他の公的文書において，以下の諸事項を適切に盛り込み，明確化することを提言している12。 

・オンライン診療は，疾病や患者の状態によっては対面診療と大差ない診療効果がある場合

も存在し得ること。 

・疾患や患者の状態によってはオンライン診療のみで診療が完結する場合があること。 

・「かかりつけの医師」該当性が，最後の診療からの期間や定期的な受診の有無によって一

律に制限されるものでないこと。 

・オンライン診療を行う医療機関・医師と対面診療を行う医療機関・医師は，異なってもよ

いこと。 

・診療計画について，診療録への記載とは別に作成することは必須でなく，診療録に必要事

項が記載されていれば足りるものであること。 

・診療前相談を効果的かつ効率的に行うため，実際の診療前相談に先立って，医師の判断で，

事前に電子メール，チャットその他の方法により患者から情報を収集することは可能である

こと。 

これら提言内容の多くは，現行の改訂指針において既に対応済みであるが，オンライン診

療のみで診療が完結する例外的な場合について，禁煙外来及び緊急避妊に係る診療に限定す

る等の限界もある。また，対面診療と大差ない診療効果がある場合についての明確な記述は

見られないものの，オンライン診療の際に最低限遵守する事項として，「直接の対面診療と

同等でないにしても，これに代替し得る程度の患者の心身の状態に関する有用な情報を，オ

ンライン診療により得ること」と述べられている。実際上，慢性疾患で状態が安定している

患者への対応の場合や，薬の処方を受けるだけの診察の場合，オンライン診療による状態確

認で十分な情報が得られる可能性が高いだろう。また，オンライン診療には，医師・患者の

双方において，対面診療では得られない各種のメリットもある。患者にとっての最大のメリ

ットは，通院にかかる時間負担が軽減されることであり，通院する時間がとれない勤労者の

 
12 規制改革推進会議「規制改革推進に関する答申～コロナ後に向けた成長の『起動』～」（令和4年5
月27日）55頁。 
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場合，近隣に医療機関がない地域に居住する場合，体調不良・怪我等で移動困難な場合等，

オンライン診療のメリットは大きい。また，24時間予約受付により，好きな時間・場所で診

察を受けられること，医師以外の病院スタッフや他の患者と顔を合わせずに済むためプライ

バシーが守られること，院内感染・二次感染のリスクがないこと，居住地が変わっても従前

のかかりつけ医療機関で受診できること等が挙げられる。 

これに加えて，オンライン診療の場合，医療アクセスと同じプラットフォームを通じて，

狭義のオンライン診療関連サービス（予約，問診，処方，決済）だけでなく，患者の健康・

疾病に関連する様々な付加価値サービスが実装されている場合も多くなることが予想される。

例えば，医療機関向けには，診療メニュー管理，スタッフ勤務管理，医師人材求人・紹介・

派遣，予防医療・専門病院等ネットワーク連携，電子カルテシステム等。また患者向けには，

オンライン医療事典，院内処方にかかる薬剤の自宅配送等がその例である13。 

(2) オンライン診療は地域医療体制を崩壊させるか 

 医師会等の診療サイドがオンライン診療自由化に抵抗するもう一つの理由は，安易なオン

ライン診療の普及は地域医療体制の崩壊を招く，というものである。たしかに，医師会がそ

の声を代弁する開業医にとっては，オンライン診療の普及は，患者を奪われかねない死活問

題と言える。少なくとも一部の疾患については，患者を巡る競争の活発化を意味するため，

結果として，事業活動に悪影響が及ぶ医療機関が出てくる可能性はなしとしない。医師会等

の論法は，遠隔地からの安易な診療が広がり，経営が困難化した医療機関の閉鎖・移転が続

出すると，いざというとき対面で診療できる医療機関がなくなるというものだ。 

 わが国の医療提供体制は，民間医療機関を中心に構築されてきた。2020年10月現在の統計

によれば，全医療機関のうち，病院(8,200)の約80%，一般診療所(102,600)の約95%が民間医

療機関であり14，自由開業制の下で，開設地域の選択や診療科名の標榜を含め，所定の要件

を満たした医療機関は自由に開設を認められてきた。1961年に創設された国民皆保険制度の

下で急増した医療需要の受け皿となる診療所開設を政府も歓迎したが，開業医の強すぎる

「経営の自由」は，医療資源の地域・診療科による偏在問題や，適切な役割分担，医療機能

の分化・連携等の医療資源の効率的活用といった我が国医療政策上の課題を生み出した。 

 公的保険診療においては，診療報酬の大部分は公的資金であり，その高い公益性に鑑みて

も，医療機関の事業活動について政府の規制的介入を排除する特権を医師が維持することは

 
13 主要なオンライン診療システム提供事業者として，株式会社メドレー（「CLINICS」），LINEヘル

スケア株式会社（「LINEドクター」），株式会社インテグリティ・ヘルスケア（「YaDoc」），株式

会社MICIN（「curon」），MRT株式会社（「ポケットドクター」）等があり，医療機関の獲得競争

は激しい。 
14 厚生労働省「令和2(2020)年（静態・動態）調査（確定数）･病院報告の概況」（2022年4月27日）

6-28頁，https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/iryosd/20/dl/09gaikyo02.pdf（最終閲覧日：2022年9月14
日）。 
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制度設計上あり得ない筈である。とくに，感染症対応等緊急事態において，公共政策上の重

要課題を遂行する際には，民間医療機関であっても政府や地方自治体の指揮に服するよう法

令上義務付けるのは当然のことのように思える15。しかしながら，今般の新型コロナ禍にお

いては，この強すぎる「経営の自由」のため，緊急事態にもかかわらず，厚生労働大臣や自

治体首長による命令・指示は出せず，診療所の多くが発熱患者の診察や自宅療養者への往診

を拒む等，わが国医療提供体制における深刻な問題が露呈した16。 

オンライン診療についても同様であり，新型コロナ禍の最中にあって，国民の医療アクセ

スの打開策となるべきオンライン診療がほとんど普及していない実態が明らかになっている。

日本経済新聞が情報公開請求で得たデータによると，2021年1～3月の初診からの利用頻度は

35道府県で人口10万人あたり月1回未満とほぼゼロだったという17。初診からオンライン診療

に対応する医療機関は全体の6%の約7,000箇所あるが18，「手間がかかる」といった理由で導

入は進んでいない。 

2022年版厚生労働白書によれば，2040年に必要な医療・福祉の就業者数は1,070万人の想

定であるところ，医師等の担い手は974万人にとどまり，96万人が不足すると推計されてい

る。現在，政府において医師や看護師，薬剤師等が職種を超えて仕事を分担する「タスクシ

ェア」や，医師の仕事の一部を看護師らに任せる「タスクシフト」の推進が検討されている

が19，この将来予測も，オンライン診療活用による医療資源のより一層の効率的活用の必要

性を示唆している。 

また，医療資源の地域的偏在問題や，医療機関の間の役割分担や機能分化・連携といった

医療政策上の課題を解決するため，1985年には医療計画制度を導入し，2014年には地域医療

構想策定，地域医療構想調整会議設置等の施策を実施してきたが20，医療資源の効率的活用

 
15 日本経済新聞社・日本経済研究センター「【医療改革緊急提言】医療機関に政府・自治体のガバナ

ンスを ヘルスケア・トランスフォーメーションで体制再構築」（ 2022 年 2月 21日），
https://www.jcer.or.jp/jcer_download_log.php?f=eyJwb3N0X2lkIjo4OTAzNCwiZmlsZV9wb3N0X2lkIjo4OTA
0Mn0=&post_id=89034&file_post_id=89042（最終閲覧日：2022年8月29日）。 
16 「医療，強すぎる『経営の自由』 患者本位へ政府関与を コロナが問う医療再建（上）」日本経

済新聞 電子版（2022年2月22日）https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD105830Q2A210C2000000/
（最終閲覧日：2022年8月29日）。 
17 関優子，茂木裕輔，北本匠，上月直之，大城夏希「オンライン初診，活用ほぼゼロ 医療逼迫も医

師 動 か ず 」 日 本 経 済 新 聞  電 子 版 （ 2021 年 8 月 19 日 ） ，

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE140ZB0U1A810C2000000/（最終閲覧日：2022年8月29日）。 
18 総務省「令和3年版 情報通信白書」185頁。 
19 「医師・看護師が仕事シェア 厚労省，人手不足96万人に備え」日本経済新聞 電子版（2022年7
月27日），https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA263FA0W2A720C2000000/（最終閲覧日：2022年8
月29日）。世界では新型コロナウイルス禍をきっかけに医療分野のタスクシフトが加速した。例えば，

米国・カナダではコロナのワクチン接種を薬剤師が薬局で実施した。また英国やスウェーデンでは一

定の要件を満たせば，看護師が自らの判断で薬剤処方ができるという。 
20 佐藤吾郎「持続可能な医療提供体制の構築と競争政策―新型コロナウイルス感染症対応を契機とし

て」土田和博，山部俊文，泉水文雄，川濵昇，河谷清文編著『現代経済法の課題と理論 金井貴嗣先

生古稀祝賀論文集』（弘文堂，2022年）607-624頁。佐藤（623頁）は，近時の協議会方式について，
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及び持続可能な医療提供体制の構築に向けた抜本的な解決策となっているとは言えないよう

に思える。 

また中医協総会において，オンライン診療後に対面診療が必要となる場合，対面診療への

切り替えにかかる患者の近隣の「かかりつけの医師」その他の医療機関との連携ケースにつ

いて，「無責任な診療を助長する」行為である等の発言が繰り返されているが21，こうした

連携は，まさに改訂指針が想定する医療機関連携であり，対面診療を行うことができない遠

隔地の医療機関がオンライン診療のみを行うことには何ら問題はない。また，改訂方針にお

いて，初診は「かかりつけの医師」が行うことが原則であり，対面診療と組み合わせる必要

があるとの考え方が示されていることや，医師の変更を望まない患者の選好や心理を考慮す

ると，オンライン診療普及後も，患者の近隣の医療機関によるオンライン診療が初診から選

好されることが予想され，ただちに地域の医療提供体制に大きな影響を及ぼすものでもない。

そればかりか，仮に患者の所在する地域の医療機関が合理的な理由なく当該患者の診療を拒

絶する場合，医師法19条1項の応召義務に違反するとともに，地域医師会が診療拒絶を指示

する等の場合には独禁法上の問題が生じる（後述）。 

以上のような状況の下で，経営への悪影響を懸念する個々の開業医の声を代弁する形で，

オンライン診療自由化への抵抗を続ける日本医師会等の診療サイドの主張には，果たして十

分に説得的な根拠があると言えるだろうか。 

 

３．「かかりつけ医」の制度化 

 「かかりつけ医」とは，「健康に関することをなんでも相談できる上，最新の医療情報を

熟知して，必要な時には専門医，専門医療機関を紹介してくれる，身近で頼りになる地域医

療，保健，福祉を担う総合的な能力を有する医師」であると説明されている22。とはいえ，

英国の家庭医制度とは異なり，これまで日本においては，「かかりつけ医」が制度上の位置

付けをもっておらず曖昧なまま推移してきたが，上述の改訂指針においては，「かかりつけ

の医師」であることが初診からのオンライン診療提供と密接に関連する条件として明記され

ており，「かかりつけの医師」とはどのような存在であるかが極めて重要になる。以下，

「かかりつけ医」の制度化に向けた検討状況について概観しておく。 

 
規制コストの低減や地域ニーズへの柔軟な対応等のメリットを有する一方で，医療機関の自主的な対

応を促すがゆえに，医療機関側の意見がより強く反映され，医療機関の既得権の保護・利害調整の場

として機能する懸念について指摘する。 
21 例えば，中央社会保険医療協議会総会（第513回）「議事録」〔城守委員発言〕（2022年1月26日），

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000205879_00161.html（最終閲覧日：2022年8月29日）。 
22 厚生労働省「上手な医療のかかり方.jp」，https://kakarikata.mhlw.go.jp/kakaritsuke/motou.html（最終

閲覧日：2022年8月30日）。また，日本医師会による説明文として以下を参照。日本医師会「国民の

信頼に応えるかかりつけ医として」，https://www.med.or.jp/people/kakari/（最終閲覧日：2022年8月30
日）。 
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 2022年6月に政府が閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針2022」（骨太の方針

2022）に，「かかりつけ医機能が発揮される制度整備を行う」と明記された。これを受けて，

現在，厚労省では「第8次医療計画等に関する検討会」において，かかりつけ医機能につい

ての本格的な議論が開始されている23。現在は，新型コロナ禍の最中という，いわば有事対

応であり，かかりつけ医機能を論じるに当たっては，平時と有事を区別して考えるべきだと

の意見もあるが，新型コロナ禍において，患者自身が，かかりつけ医だと考えていた医療機

関から新型コロナウイルス関連の診療を拒絶されたという事例が多発したという深刻な事態

を踏まえ24，かかりつけ医機能を担う医療機関を制度上明確にするという政策課題が強く意

識されている。 

国の財政を含めた政策論の観点から考えると，この問題は，どこまで国民の健康を守りな

がら医療の提供量を節約できるか（＝医療費抑制）という政策課題，すなわち，「医療水準

の維持」と「医療の効率化」という二つの政策課題を実現するための施策として「かかりつ

け医」の制度化が検討されているとも言える。 

従来，わが国においては，受診時に保険者による事前審査等の制約を受けることなく，患

者が自らの判断で医療機関を選択するフリーアクセス制がとられてきたが，医療資源の効率

的活用の観点からは医療機関間の機能分化が必要であることは明らかである。とくに高齢化

が進むなかで，予防や生活全般に対する視点も含め，継続的・診療科横断的に患者を診るこ

とができる「かかりつけ医」が，プライマリ・ケア機能を果たすことが望ましい。医師会等

は「フリーアクセスを損なう」として，「かかりつけ医」の制度化に反対してきたが，新型

コロナ禍の最中にあって，医師会等が広報や研修を通じて喧伝してきた，（制度的な位置付

けをもたない）かかりつけ医機能が幻想である実態をさらけ出した。 

「かかりつけ医」はプライマリ・ケア機能を果たす総合医療専門医であり，こうしたかか

 
23 2020年7月に実施された意識調査によれば，「かかりつけ医がいる」と回答したのは55.2%で，年齢

別の内訳は，20歳代（21.6%），30歳代（34.4%），40歳代（44.5%），50歳代（46.0%），60歳代

（66.0%），70歳以上（83.4%）である（N=1,212）。公益社団法人日本医師会「『第7回 日本の医療

に 関 す る 意 識 調 査 』 に つ い て 」 （ 2020 年 10 月 7 日 ） 12-13 頁 ,https://www.med.or.jp/dl-
med/teireikaiken/20201007_4.pdf（最終閲覧日：2022年9月14日）。また，厚生労働省 第8次医療計画

等に関する検討会（第 10回）資料 3「かかりつけ医機能について」（ 2022年 7月 20日），

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000965965.pdf（最終閲覧日：2022年9月14日）。 
24 日本においても，プライマリ・ケア機能の必要性は強く認識されており，「かかりつけ医」要件を

充足する診療所には診療報酬が加算されてきたが，新型コロナ禍流行下で，多くの診療所は発熱患者

の診察や自宅療養者への往診を拒んだ。また，発熱外来を実施する医療機関名を公表することを地域

の医師会が拒んだため，地域住民に対する発熱外来の周知も一向に進まず，発熱患者等が円滑に診療

を受けられない状況が生じた。「かかりつけ医どこに コロナ下，診療受けられぬ患者続出」日本経

済 新 聞  電 子 版 （ 2021 年 12 月 26 日 ） ，

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD134FU0T11C21A2000000/（最終閲覧日：2022年9月14日），

「我が家のかかりつけ医どこに コロナ危機下 閉ざされた医療アクセス」日本経済新聞朝刊（2021
年12月27日）12面，「医療再建（上）開業医の統治不全に風穴を 遅れるデジタル活用」日本経済新

聞朝刊（2022年6月21日）1面等。 
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りつけ医が「緩やかなゲートキーパー」機能を発揮することを通じて，医療機関間の機能分

化が実現することが期待されている25。より具体的には，法令上，「かかりつけ医」機能要

件を明確化し，対象となる医療機関を認定した上で，利用希望者による事前登録・医療情報

登録を促すという手順が想定される。 

 かかりつけ医をもつ患者の比率が高まれば高まるほど，オンライン診療が地域医療提供体

制を崩壊させるリスクは低下する。上述のとおり，改訂指針の考え方に従えば，初診から

「かかりつけの医師」がオンライン診療を行い，対面診療と組み合わせて実施するのが原則

だからである。 

 

Ⅲ オンライン診療と独禁法 

１．医療サービスの特性 

 医療サービスは，実際に消費してもその品質の客観的評価が難しいという性質をもつ。患

者は，医療診断や投薬処方等，何が最善の治療であるかを事前・事後を問わず知りようがな

いからである。それどころか，サービス提供者である医師が最善を尽くしているかどうかの

検証も困難であり，医師＝患者間の情報の非対称性も大きい。このように，医師と患者との

間の信頼が重要な根拠となって商品・役務が供給され，消費され，取引終了後もその商品の

評価が難しいという性質を持つ商品・役務を「信頼財(Credence Goods)」と呼ぶが，この特

性が，医療分野における良質廉価なサービスを巡る市場競争が機能しない理由の一つとされ

てきた。 

また，日本の医療サービスに固有の特徴として，公的な国民皆保険制度の下で価値財とし

て提供されている点が挙げられる。国民皆保険制度の下では，受益者である患者とその対価

の支払者が分離されているため，市場メカニズムを通じた資源の最適配分という機能が期待

できない26。 

保険診療サービスの内容については，保険医療機関及び保険医療養担当規則27による保険

医療の範囲内で選択されるにとどまる。また保険診療報酬は，厚生労働大臣が決定する診療

報酬点数表等に基づき算出されるため28，この限りにおいて，価格競争は消滅する（＝公定

価格）。 

保険診療サービスを提供するためには，厚生労働大臣の指定を受けて健康保険法上の保険

医療機関となる必要がある。国民皆保険制度の下では，健康保険等を利用しないで病院等を

 
25 財政制度等審議会『歴史の転換点における財政運営』（36-39頁）（2022年5月25日）。 
26 診療報酬制度改革に患者の自己負担割合を増加させることによって，一定程度，市場メカニズムを

機能させることは可能である。 
27 昭和32年厚生省令第15号，令和4年3月4日最終改正（同省令第31号）。 
28  厚生労働省「令和 4年度診療報酬改定について」（令和 4年 3月 4日保発 0304第 1号），

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000907820.pdf（最終閲覧日：2022年8月30日）。 
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受診する患者はほぼ皆無であるため，保険医療機関の指定を受けることは病院等にとって死

活問題であるところ，厚生労働大臣は，申請者が保険医療機関として「著しく不適当と認め

られるものであるとき」には，指定を拒否することができる（健康保険法65条3項6号）。ま

た医療法では，1985年改正により医療計画制度が導入された。同制度は自由開業制及び患者

の医療機関へのフリーアクセス尊重という条件の下で，医療機関の地域的偏在という課題に

対処するものであり，同制度は無秩序な病院病床の増加の制御により医療資源の地域偏在の

是正を図り，医療関係施設間の機能連携の確保を図ることを目的とする。都道府県知事は，

良質かつ適切な医療を効率的に提供するという観点から，ある医療圏における病床数が過剰

となる場合には，病院開設中止勧告を行うことができるところ，同勧告に従わずに開設され

た病院については保険医療機関の指定が拒否される。これは事実上の参入規制であり，その

限りにおいて自由競争を制限するものと言えるが，鹿児島県内の病院開設を巡って，保険医

療機関の指定拒否処分が争われた事件において，最高裁は，「公共の福祉に適合する目的の

ために行われる必要かつ合理的な措置･･･であって，これをもって〔憲法22条の〕職業の自

由に対する不当な制約であるということはできない」と判示した29。またその後，平成10年

法律109号による健康保険法改正により，指定拒否要件として明文化されている30。 

このように，医療の提供は，医療法をはじめとする各種の公的規制に服しており，価格競

争の働く余地は小さいものの，上記保険診療制度の範囲内において，医師によって治療方法

や投薬が異なり，それによって治療費が異なるほか，医療機関の医療従事者の専門的能力，

設備の水準等には差異があり，提供する医療の内容，質において競争原理の働く局面が多い

のは当然のことである31。 

 

２．診療サービスに対する独禁法の適用 

診療サービスについては，医療の提供が非営利事業である等，古くは医師の事業者性を疑

問視する考え方もあったが，1970年代以降，公取委は地域医師会に対する独禁法適用を行い，

「医師会の活動に関する独占禁止法上の指針」（医師会活動ガイドライン）32を公表する等，

一貫して独禁法の適用対象であるとの立場をとってきた33。その後2011年になって，観音寺

 
29 最判平成 17 年 9 月 8 日（平成 14 年（行ツ）第 36 号・同（行ヒ）第 39 号：保険医療機関指定拒否

処分取消請求事件），判時 1920 号 29 頁。なお，日本の医療提供に係る法制度の概要と競争政策上の

課題について，佐藤吾郎「医療分野における競争法と消費者」日本経済法学会年報 40 号（2019 年）

77-92 頁を参照。 
30 健康保険法 65 条 4 項 2 号。 
31 事業者が，料金認可制等の公的規制に服する場合であっても，独禁法の適用を妨げないとした先例

として，芝浦と場事件・最判平1・12・14民集43巻12号2078頁。 
32 公正取引委員会「医師会の活動に関する独占禁止法上の指針」（昭和56年8月8日，平成22年1月1日
最終改正），https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/ishikai.html（最終閲覧日：2022年9月14日）。 
33 例えば，豊橋市医師会事件審決（公取委勧告審決昭和55年6月19日），千葉市医師会事件審決（公

取委勧告審決昭和55年6月19日審決集27巻39頁），和歌山市医師会事件審決（昭和55年9月29日）等。 
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市三豊郡医師会が医療機関の新設と診療科目の標榜を制限した行為が独禁法8条3号・4号違

反とされた審決の取消訴訟において，東京高裁が「医療の提供が独禁法の適用対象となるこ

とは明らかである」と明言し34，最終的な決着を見た。本件事案では，地域医師会に加入し

なければ「開業することが一般に困難な状況」がある場合において，地域医師会による医療

機関の新規開設，診療科目の標榜，病床増設等に対する各種制限行為が実効性をもつものと

認定された。 

また，医療法の下で策定される医療計画制度については以下のように判示された。すなわ

ち，同制度は無秩序な病院病床の増加の制御により医療資源の地域的偏在の是正を図り，医

療関係施設間の機能連携の確保を図ることを目的とするもので，その限りで自由競争を制限

するとしても，「独禁法の求める自由な競争の例外である以上，医療の提供に対する制限は，

あくまでも医療法の目的である『医療を提供する体制の確保を図り，もって国民の健康の保

持に寄与すること』との目的に沿うものであり，その手段も医療法の認める範囲内のものに

限られる。･･･医療機関も，医療法の公的規制の枠内で，自由競争の原則を通じて医療役務

の提供の質的向上等を図ることが求められている」。その上で，裁判所は，問題とされた医

師会の行為は，医療法上の公益目的（＝医療提供体制の確保）としてではなく，会員の既得

利益の保護を主な目的としてなされたと認定したのである。 

 

３．市場画定の際の留意点 

上述したとおり，現在，オンライン診療については，改訂指針によって実施方法に関する

考え方が示されており，医師であれば，制約なくオンライン診療を実施できるというもので

はない。 

(1) 「かかりつけの医師」による実施 

改訂指針によれば，オンライン診療は，「かかりつけの医師」によって行われることが基

本であり，対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められる。また，オンライン診療に

よる診療が適切でない場合には，速やかにオンライン診療を中断し，対面診療に切り替えな

ければならない（改訂指針9頁，12頁）。 

 もっとも，「かかりつけの医師」がオンライン診療に対応していない場合や，そもそも

「かかりつけの医師」がいない場合は，患者の医学的情報が十分に把握できること等を条件

として，その他の医師も初診からオンライン診療を実施できる。 

 かかりつけ医をもたない患者は全国民の約半数であり，かつ，初診からオンライン診療に

対応している医療機関は約6%（再診の場合は15%）というオンライン診療市場の現状に鑑み

 
34 東京高判平13・2・16判時1740号13頁（観音寺三豊郡医師会審決取消請求事件）。武田邦宣「判

批」判例タイムズ1131号（2003年）69頁，滝澤紗矢子「判批」ジュリスト1241号（2003年）104頁，

村田淑子「判批」別冊ジュリスト・経済法判例・審決百選（第2版）（有斐閣，2017年）76頁等。 
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ると，オンライン診療は，診察側（供給サイド），患者側（需要サイド）ともに，少なくと

も，「かかりつけの医師」実施条件による規制上の制約はほぼないと言ってよい。 

(2) 対面診療との連携 

 オンライン診療として治療が完結する例外的な場合として改訂指針が挙げる例外的なケー

スは，禁煙外来と緊急避妊に係る診療のみであるが，実際上は生活習慣病等の慢性疾患の治

療や，風邪等の一般感冒のように一時的な体調不良に対する診断と症状緩和を目的とした薬

剤処方に終始する場合等，より広範な疾病・症状の患者の利用に供される可能性がある。改

訂指針が基本理念として求める医師・患者相互の信頼関係が，オンライン診療を通じて形成

されることも大いに期待される。その意味では，オンライン診療がより普及する将来におい

ては，フリーアクセスの考えに沿う形で，患者サイドが自己の疾病・症状等に応じて，利用

する医療機関，実施方法（対面／オンライン）を選択する可能性が高い。そうした患者側の

使い分けがなされる場合には，独禁法の適用においても，「実際上，オンライン診療によっ

て治療が完結する疾病・症状等に対応するオンライン診療」市場が役務の範囲として画定さ

れる可能性もあろう。またその際には，地理的範囲は「日本全国」となり得る。ただし，そ

のような場合であっても，不測の事態に備えて，対面診療との連携が確保される必要がある。

また，患者との信頼関係をもつ医師がオンライン診療によるプライマリ・ケア機能を果たし，

遠隔健康医療相談やオンライン受診勧奨を通じて，適切な診療科への受診勧奨を行う場合も

想定される。 

 仮に，対面診療との連携の際に，オンライン診療からの紹介に対して，患者の近隣の医療

機関が共同して診療を拒絶し，または，患者の所在する地域の医師会が診療拒絶を会員医師

に指示する等の場合には，医師法19条1項の応召義務の問題のみならず，独禁法上の不当な

取引制限の問題が生じる（独禁法3条，8条1号，同条4号）。 

 これに対して，オンライン診療一般については，原則として「かかりつけの医師」が行い，

対面診療と組み合わせて実施することとされており，医療サービスの信頼財としての性質が

示唆するように，治療の過程における医師の変更を望まない患者サイドの選好を考慮すると，

オンライン診療普及後も，患者の近隣の医療機関によるオンライン診療を患者が選好するこ

とも予想される。すなわち，規制の結果としてではなく，患者による選択を通じた市場メカ

ニズムの結果として，オンライン診療は，対面診療と補完し合う形で対面診療との適切な組

み合わせの下で実施される可能性が高い。そのような場合は，市場画定における地理的範囲

は，患者が対面診療にアクセス可能な範囲（患者の近隣地域である市区町村）となるだろう。 

 統計データによれば，現在のところ，大半の医療機関はオンライン診療の対応を行ってい

ないとされる。これが個々の医療機関の経営判断に基づく結果であれば，法的な問題は生じ

ない。2022年度診療報酬改定では，オンライン診療に係る診療報酬が211点から251点へと引

き上げられたが，今なお，オンライン診療以外の初診料（288点）とは隔たりがある。情報
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通信機器の操作や患者予約管理等，オンライン診療に対応するための手間等のコストも小さ

くないため，しばらく推移を見守るというのは，とくに診察の対象として診療時間中に来院

可能な近隣の患者のみを想定する医療機関においては，合理的な経営判断であるとも考えら

れる35。 

これに対して，仮に，地域医師会の会合の場において会員医師間で情報交換等が行われ，

相互にオンライン診療に対応しないことを取り決める場合や，地域医師会がオンライン診療

に対応しないよう会員医師に指示する等の場合には，独禁法上の不当な取引制限の問題が生

じるおそれがある。 

 

４．反競争効果分析の際の留意点 

 地域医師会が，オンライン診療のリスクに関する情報提供や助言の範囲を超えて，オンラ

イン診療と対面診療の組み合わせ比率や，オンライン診療実施の上限割合を取り決める場合，

オンライン実施それ自体を禁止する場合と比較すると，反競争効果は小さい。また，オンラ

イン診療においては，対面診療に比べて得られる患者の心身の状態に関する情報が限定され

ることや，診療に際しては，医療上の安全性・必要性・有効性が担保される必要があるとこ

ろ，例えば，超高齢化地域においては，情報通信機器の操作等に懸念がある場合等，地域医

師会で話し合って，相互にオンライン診療を差し控えることを取り決めることが直ちに独禁

法違反となるものではない。これは正当化事由の評価に関する問題であり，個別具体的な事

実関係の下では，地域医師会等が，事業法上の規制水準に上乗せする形でより厳格な自主規

制ルールを設ける場合であっても，目的の正当性及び手段の相当性の観点から，競争への悪

影響と比較衡量することによって対象行為を評価することになろう。 

 

Ⅳ 結語～市場形成期における競争政策の役割～ 

 オンライン診療は，新型コロナウイルス感染症の拡大を大きなきっかけとして，段階的な

自由化が推し進められてきた，新たな医療サービスの実施形態である。諸外国においてオン

ライン診療が急速に普及し，新型コロナ後も定着すると予想されているのに対して，我が国

においては，これまでのところ，オンライン診療はほとんど利用されていない状況にある。

医療従事者は，今なお，オンライン診療の質とコストに対して懐疑的な立場を崩していない

が，2022年度診療報酬改定による診療報酬の引上げや，改訂指針によって初診からオンライ

ン診療が可能となったことを受けて，将来的には，オンライン診療の普及と市場形成が見込

まれる。というのは，今後，諸外国において，オンライン診療の有効性と安全性に関するエ

ビデンスが蓄積され，誤診リスクに対する医療従事者の懸念が払拭されることが予想される

 
35 もっとも，診察時間中に通院できない勤労者や移動困難な高齢者，自宅療養者にとっての医療アク

セスの利便性向上という観点からは，そうした医師サイドの姿勢こそが問われるべきである。 
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からである。またコスト面においても，関連技術の開発・商品化や，医療系デジタルプラッ

トフォーム事業者による患者とのマッチングや予約管理・決済機能の提供等，各種のオンラ

イン診療サポートがすでに提供されている。オンライン診療の質の高さが実証され，実施コ

ストが許容水準にとどまることが明らかになった後も，オンライン診療が普及しない理由は

見当たらず，日本だけがグローバルな常識から乖離し続けるという将来予測は成り立たない。 

医療業界に対する独禁法の適用可能性については，上述のとおり，すでに明確になってい

るが，医師会の活動に関する各種の競争制限的行為については格別，オンライン診療のよう

に，事業法上の規制が段階的な自由化のプロセスにあるサービスについては，医師会等の診

療サイドにおける違法性の認識も希薄であり，地域医師会の会合等の場で，軽々に「みんな

で話し合ってしばらく対応しないことに決めた」といったケースも少なくないと想像される。

このように，従来の業界慣行とは異なるルールの急速な変化に業界が晒される時期には，公

正取引委員会による医療従事者への周知・啓発活動を通じて，業界の独禁法への理解を深め

ていくことが求められる。また，独禁法の適用をはじめとする競争政策に基づく適切な規制

的介入を通じて，オンライン診療市場の健全な発展が促されるとともに，オンライン診療が，

我が国の医療提供体制の充実と医療資源の効率的活用に貢献することが期待されよう。 

（2022年7月脱稿） 
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Ⅰ はじめに 

 近年，コンピューター技術が進化し，それとともに取り扱い得るデータの量も飛躍的に増

えたことにより，アルゴリズムやAIが利用される領域，場面が増加している。オンラインに

よるサービス提供の種類・内容は飛躍的に広がり，消費者はコンピューターの前に座ったま

まで，これまでにはリアルでないと享受できなかった多くのサービスを利用できるようにな

り，また，以前には提供自体不可能であったサービスも消費者に提供されるようになった。

現在，インターネットを利用している消費者は，ネット利用中のすべての作業においてアル

ゴリズムやAIの恩恵を被っていると言っても過言ではない。 

アルゴリズムやAIの登場が消費者にもたらすメリットはそれだけではない。例えば，過去

のデータの分析に基づいて，将来の結果の予測をするアルゴリズムは，事業者による需要の

予測，価格変動の予測，顧客の行動や嗜好の予測等に利用され，より効率的に事業展開する

ことが可能となるし，ビジネスプロセスの最適化のために利用することにより生産コストや

取引コストの削減にもつながる1。このような事業者の効率性の向上により市場における競

争が促進され，消費者はより良質な商品・サービスをより安価に入手できることが可能とな

る。 

一方で，アルゴリズムやAIが具体的にどのようなものであるのか，消費者にはわかりにく

いことに加え，インターネット上で収集された個人情報がアルゴリズムやAIにどのように利

用されているのか必ずしも明確でないことから，社会的にアルゴリズムやAIの広がりに懸念

が示されることもしばしばである。また，上記のように事業者によるアルゴリズムやAIの利

用により競争促進効果が生じ得る一方，場合によっては競争阻害効果もあり得るとされてい

る。 

アルゴリズムに関しては，その利用の増加及び技術の進歩によるアルゴリズム自体の複雑

化とともに近年特に着目されるようになり，すでに様々な機関や各国競争当局が検討を行い，

ペーパーなども出されている。アルゴリズム関連のペーパーを公表している主な機関として

は，OECD（2017年）2やICN（2020年）3，主要国としては，ポルトガル（2019年）4，ドイ

ツ及びフランス（2019年）5，オランダ（2020年）6，フィンランド（2021年）7，ノルウェー

 
1  OECD (2017), Algorithms and Collusion: Competition Policy in the Digital Age, available at 
https://www.oecd.org/daf/competition/Algorithms-and-colllusion-competition-policy-in-the-digital-age.pdf (last 
seen: 27 Oct. 2022).   
2  Ibid. こ の OECD の プ ロ ジ ェ ク ト に は ， EU や 米 国 等 か ら ペ ー パ ー が 提 出 さ れ て い る

(https://www.oecd.org/daf/competition/algorithms-and-collusion.htm)（最終閲覧日：2022年10月19日）。 
3 ICN, ICN CWG SG2 Project on “Big data and Cartels” The impact of digitalization in cartel enforcement -
scoping paper-, (28 April,2020), https://www.internationalcompetitionnetwork.org/wp-
content/uploads/2020/06/CWG-Big-Data-scoping-paper.pdf (last seen: 27 Oct. 2022). 
4  ポ ル ト ガ ル 競 争 庁 「 Digital ecosystems, Big Data and Algorithms 」 （ 2019 年 7 月 ） ，
https://www.concorrencia.pt/sites/default/files/processos/epr/Digital%20Ecosystems%2C%20Big%20Data%20a
nd%20Algorithms%20-%20Issues%20Paper.pdf（最終閲覧日：2022年10月19日）。 
5 ドイツ連邦カルテル庁及びフランス競争委員会による共同報告書「アルゴリズムと競争」（2019年
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（2021年）8，日本（2021年）9などが挙げられる。 

本稿では，英国市場・競争庁（以下，「CMA」）が2021年に公表した，アルゴリズムに

関するワーキングペーパー「Algorithms: How they can reduce competition and harm consumers」

（以下，「本報告書」）10を手がかりに，アルゴリズムが市場の競争，ひいては消費者に与え

る影響について，英国での検討状況を概観する。以下，文中括弧で引用する数字は，報告書

の該当セクション番号である。 

 

Ⅱ 英国CMA報告書 

 本報告書は，英国がデジタル・プラットフォームに対する規制のあり方について継続的に

行っている検討の一環として公表されたものである。 

 2019年3月，英国政府により委託された外部パネルによる報告書である，いわゆるファー

マンレポート(the Furman Report)が公表され11，合併規制の改革などと共に，急速に発展する

デジタルマーケットに対応する規制機関であるDigital Market Unit（以下，「DMU」）の設

立等の勧告を行っている。同年7月，CMAは，デジタル市場戦略を公表し，そのなかで今後

取り組むべき七つの優先分野を示した。このうちの一つが，新たな規制機関設立に向けての

検討であり，そのための検討組織としてDigital Market Task ForceをCMA内に設立した。この

タスクフォースは CMA 内に設置されてはいるものの， CMA ， OFCOM(Office of 

Communications)，及びInformation Commissioner’s Officeのメンバーによって構成された。同

 
11月），https://www.autoritedelaconcurrence.fr/sites/default/files/algorithms-and-competition.pdf（最終閲覧

日：2022年10月19日）。 
6  オ ラ ン ダ 競 争 庁 報 告 書 「 ア ル ゴ リ ズ ム の 監 視 」 （ 2020 年 12 月 ） ，

https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/position-paper-oversight-of-algorithms.pdf（最終閲覧日：

2022年10月19日）。 
7  フィンランド競争・消費者庁報告書「アルゴリズムによる共謀」（ 2021 年 1 月），
https://www.kkv.fi/uploads/sites/2/2021/11/2021-kkv-selvityksia-1-2021-algoritmien-aiheuttamat-
kolluusiotilanteet.pdf（最終閲覧日：2022年10月19日），同庁報告書「消費者・競争政策分析における

パーソナライズド・プライシング」（2021年2月），https://www.kkv.fi/uploads/sites/2/2021/11/2021-kkv-
selvityksia-2-2021-personoitu-hinnoittelu.pdf（最終閲覧日：2022年10月19日）。 
8 ノルウェー競争庁報告書「アルゴリズムは競争にいかなる影響を与えるか」（2021年），

https://konkurransetilsynet.no/wp-content/uploads/2021/03/Report-Algorithms-english-version-2021.pdf（主要

部分の英語翻訳版）（最終閲覧日：2022年10月19日）。 
9 デジタル市場における競争政策に関する研究会「デジタル市場における競争政策に関する研究会報

告 書  ア ル ゴ リ ズ ム /AI と 競 争 政 策 」 （ 令 和 3 年 3 月 31 日 ） ，

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2021/mar/210331_digital/210331digital_hokokusho.pdf（最終閲覧

日：2022年10月19日）。 
10   ta elbaliavA
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/954331/Algori
thms_++.pdf (last seen: 27 Oct. 2022). 
11 Digital Competition Expert Panel, Unlocking digital competition, Report of the Digital Competition Expert 
Panel, (March 2019), available at 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/785547/unlock
ing_digital_competition_furman_review_web.pdf (last seen: 27 Oct. 2022). 
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タスクフォースは，DMUの役割，機能，権限，ガバナンスを含む提言を2020年12月に公表

された報告書において行っている。これを受けCMAは，2021年4月に，法律に基づく正式の

機関設立を行う前の段階として，法律に基づかない暫定的な形式でDMUの設立を公表した。 

 タスクフォースの報告書では，DMUに必要とされる機能と権限として，事前規制(ex-ante 

regime)が推奨されている。これにより，現在継続して発生している最も強力なデジタル・

プラットフォームによる害を効果的に抑止することができ，広範なデジタル市場において

DMUが効果的な監視機能を果たし得るとしている。この事前規制のあり方の検討にあたり，

機械学習とAIの適用の進展が反競争的行動につながらないこと，或いは，消費者，特に脆弱

な消費者の被害に繋がらないことを確保するために，これらを監視することが重要であると

され，その努力の一環として本報告書が作成されている。 

 上記のように本報告書は2021年1月に公表されたが，本報告書はCMAがアルゴリズムにつ

いてその考えを示した初めての報告書ではない。本報告書公表以前の2018年10月にも，

CMAは価格アルゴリズムに関するワーキングペーパーである「Pricing algorithms」を公表し

ている12。この価格アルゴリズムに関するペーパーでは，競争者間の共謀及びパーソナライ

ズド・プライシングを可能とするアルゴリズムに焦点を当てた，経済学的アプローチによる

分析が行われている。本報告書のうち，内容的に2018年ペーパーと重なる部分（アルゴリズ

ムによる共謀部分）は，2018年のペーパーを補足，アップデートするものであり，この点に

関するCMAの最新の考え方を示すものとされている。 

 本報告書は，第1章「はじめに」，第2章「セオリーオブハーム」，第3章「害悪に対する

調査テクニック」，第4章「害悪に対処する規制機関の役割」，第5章「結論」の全5章から

成り立つ。第2章で論じるセオリーオブハームは，(1)消費者への直接的な被害，(2)排除行

為，(3)アルゴリズムによる共謀，(4)非効率的なプラットフォーム監視の弊害，に分類され

ている。 

本報告書は冒頭でアルゴリズムが社会や市場の競争にもたらすメリットについて簡単に言

及しているが，報告書の趣旨は，アルゴリズムの不正使用(misuse)により「市場の競争及び

消費者にもたらされる害」について述べるものであるとされ，第2章がその中心となってい

る。第2章で取り上げるそれぞれの行為・論点に関しても，アルゴリズムの使用による便益

に触れられているが，中心はその利用に伴い得る害悪についてである。そして，それらの害

が具体的にどのような法規により対処できるかについては特に区別を行わないとしている。

本報告書は，上記のように新たな規制の仕組みを検討する一環として作成されたものであり，

現存する法規制には必ずしもフィットしないものも含まれている可能性がある。具体的な適

 
12 CMA, Pricing algorithms Economic working paper on the use of algorithms to facilitate collusion and 
personalised pricing, (6 Oct. 2018), available at 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/746353/Algori
thms_econ_report.pdf (last seen: 27 Oct. 2022).  
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用法（適用の必要性も含め）については今後検討されるものと思われる。 

 アルゴリズムにより消費者にもたらされる可能性のある弊害には，様々な種類のものが考

えられるが，第2章で検討される弊害は主としてCMAが所掌する消費者法関連のものである。

従って，例えば，消費者の個人情報保護の問題はアルゴリズムと関連して懸念はあるものの，

本報告書では詳細に取り上げられていない（言及部分は存在する）。 

 本報告書は，アルゴリズムの弊害を規制するためのCMAの最終的見解というわけでは必

ずしもない。公表時点におけるCMAの最新見解を示し，それに対する議論を喚起し，学界，

競争法専門家，企業，市民社会，第三セクター組織等，社会から広く意見や情報を求めて具

体的な規制のあり方を検討するたたき台という性格を有している。従って，本報告書は，最

後に，(a)アルゴリズムの害の分類や潜在的な害が，注目すべき正しいものかどうか，その

可能性や影響，そして他にも注目すべきものがあるかどうか。(b) i)弊害の可能性を監視及

び評価し，ii)任意の企業のアルゴリズム及びシステムを調査及び監査するための方法及び技

術，(c)アルゴリズムの弊害を防止又は是正するための，実現可能で効果的かつ比例的な措

置，についての意見を求めている。 

 なお，「アルゴリズム」は，筆者のような技術的門外漢にとっては必ずしも具体性を持っ

て容易に理解し得る概念ではないが，本報告書における定義は，「計算を実行したり，問題

を解決したりするための一連の命令」であるとされており，単純なルールの集合体だけでな

く，より高度な機械学習や人工知能(AI)のコードも含む意味で使用する，とされている。ま

た，本報告書では，「アルゴリズム・システム」という用語も使用されており，この用語は，

アルゴリズム，データ，モデル，プロセス，目的，そして人々がこれらのシステムをどのよ

うに相互作用させ，使用するかという，より大きな意味での自動化されたシステムを意味す

るものとされている(1.1)。 

 

Ⅲ アルゴリズムの弊害 

１．消費者への直接的被害（パーソナライゼーション） 

(1) パーソナライズド・プライシング 

 オンライン上のプラットフォーム事業が大きな発展を遂げると共に，プラットフォーム事

業者が収集するデータを活用したパーソナライズド・プライシングが注目されるようになっ

てきている。 

 顧客の状況に応じて行う価格差別については，従来からも様々に論じられてきているが，

それが行われる状況は比較的限られたものであり，また，価格差別の基礎となる情報も限定

的であった。例えば，地理や年齢など一定の属性に基づき行われる価格差別（いわゆる，

third degree price discrimination）や，購入する数量に基づき行われる価格差別（いわゆる，

second degree price discrimination）などであり，例えば，ビジネス旅行客と個人旅行客とで差
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別的な価格をつけることなどはこれにあたり得る。しかし，デジタル・プラットフォームが

収集する情報は詳細かつ多岐にわたっており，これら情報をAI技術等を使用して分析をし，

個人が一定の商品・役務を購入するために支払おうとする金額を推定することが可能となり，

一人ひとりが支払許容額と完全に一致するような高度に対応した価格設定（いわゆる，first 

degree price discrimination）すら可能となってきている。 

 本報告書において，パーソナライズド・プライシングとは，「異なる人に異なる価格を宣

伝すること，及び，それと同様の効果を持つような行為」を含むとされている。異なる価格

を提示する行為と同様の効果を持つ行為の例として「特定の顧客に割引を提供する」が挙げ

られている(2.9)。 

 パーソナライズド・プライシングの一般的な経済効果について，わが国のデジタル市場に

おける競争政策に関する研究会報告書「アルゴリズム/AIと競争政策」（以下，「わが国報

告書」）においては，第一に，パーソナライズド・プライシングにより，均一価格では対象

商品・役務を手に入れることができなかった消費者も購入が可能となることによる産出量拡

大効果，第二に，均一価格より支払意思額の高い消費者がより高い価格を支払うことにより，

消費者余剰の少なくとも一部が生産者余剰に移るという，配分効果，及び，第三に，競争的

な市場においては，互いに競合する顧客に限って低い価格を付けることが可能になることや，

新規参入者が奪いたい顧客にだけピンポイントで値下げすることが可能となることによる，

競争促進効果が挙げられている13。 

 本報告書においても，多くの場合，パーソナライズド・プライシングは，総算出量と消費

者厚生を向上させるものであって，便益をもたらすものであると述べられている。その具体

例として，①消費者による検索コスト削減，②消費者と商品・役務のより正確なマッチング

の実現，③一律価格では支払うことを望まない消費者に対し，事業者がより低価格を設定し

利益を得つつ販売する可能性，④ターゲットを絞ったディスカウントを提供することにより，

特にスイッチングコストがかかる市場で新規参入者の競争力を高める可能性，を挙げている。

このうち③は，わが国報告書の第一点目と同様であり，また，④は，わが国報告書における

第三点の例として述べられた競争促進効果である。 

 パーソナライズド・プライシングはプラスの効果を有することもあるが，場合によっては

マイナスの効果をもたらすこともある。本報告書では，消費者への悪影響を与える場合につ

き四つの例を挙げている。第一に，競争が不十分で独占者が価格差別を行う場合には消費者

への悪影響が生じる可能性が高いと述べている。本報告書はOFT(Office of Fair Trading)によ

る2013年の報告書の考えを踏襲しており，2013年の報告書においては，特に，消費者を細か

いグループに分類する場合，支払許容額が高い消費者を特定して差別が行われる場合に問題

 
13 デジタル市場における競争政策に関する研究会・前掲注(9)45頁。 
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があるとされている。 

 このほか，本報告書はパーソナライズド・プライシングが特に複雑で消費者への透明性が

欠如している場合，及び，企業が実施するのに非常にコストがかかる場合にマイナスの効果

があるとしている。前者に関しては，パーソナライズド・プライシングが，消費者が予想し

ない，或いはほとんどコントロールできない方法で，企業によって収集された個人情報を基

に，AIを利用した複雑な方法で使用される場合，非常に透明性の欠けたものとなると述べる。

またそれだけでなく，それにより多く支払う顧客が脆弱な消費者である場合には，その配分

効果も容認できないものとなると付言する。さらにパーソナライズド・プライシングによっ

て，消費者がオンライン市場への信頼を喪失するような場合には，全体的な経済効率に悪影

響を及ぼす可能性があり深刻であると述べる。 

 このほか，パーソナライズド・プライシングにより割増料金を請求されるのを避けるため，

消費者が検索コストや取引コストを増大させる場合も経済効率性に悪影響を及ぼす可能性が

あるとも述べている。 

 パーソナライズド・プライシングについて，上記のようにその影響の議論は進行中である

が，その前提事実として，実際にどの程度パーソナライズド・プライシングが行われている

かについては，その全体像が必ずしも明らかとはなっていない。これまで報告されたものと

して，2012年時点で，米国スーパーマーケットのSafewayとKrogerが顧客の過去の購入行動

に基づくパーソナライゼーションを行っていた事例14や，2017年にAir Asiaが旅客ごとに荷物

の料金についてパーソナライゼーションを試行したこと15などが報じられている。デジタ

ル・プラットフォームによるパーソナライズド・プライシングとして初期の例（と言われて

いるもの）は，Amazonが顧客の過去の履歴によりDVDの価格を変えており，顧客がクッキ

ーを削除したところ異なる価格が提示された2000年の事例16があるが，それ以外については

具体例が多数報じられているという状況にはない。このように，これまでパーソナライズ

ド・プライシングの利用が大きく報じられてこなかった理由としては，消費者の否定的な反

応が予想されることが挙げられる。消費者の反感を買わないために，パーソナライズド・プ

ライシングの利用を避けている場合や，利用していても公表を大々的に行わない場合がある

と思われる。 

 
14 Clifford, S., “Shopper Alert: Price May Drop for You Alone”, The New York Times (9 Aug. 2012), available 
at https://www.nytimes.com/2012/08/10/business/supermarkets-try-customizing-prices-for-shoppers.html. 
15 Jamie F., “AirAsia testing personalised baggage pricing, eyes more add-on revenues, Reuters”, (16 Nov. 
2017), https://www.reuters.com/article/airasia-strategy/airasia-testing-personalised-baggage-pricing-%20eyes-
more-add-on-revenues-idUSL3N1NM2DS (last seen:19 Oct. 2022). 
16 Kate A., Will Personalised Pricing Take E-Commerce Back to the Bazaar?, The Business of Fashion, (20 
Mar. 2015), https://www.businessoffashion.com/articles/technology/personalised-pricing-turns-e-commerce-
online-bazaar/ (last seen: 27 Oct. 2022).この時，Amazonはこの値下げがランダムな価格テストのためで

あるとし，顧客の属性に応じて価格を変更したことはないと述べ，高い価格を支払った顧客に返金し

たという。 
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 本報告書においても，B&Qというホームセンターによる店舗におけるデジタル値札を利用

したパーソナライズド・プライシングの実例が挙げられている。この事業者は，顧客の携帯

電話からの情報を利用して，顧客の消費習慣やロイヤリティカードのデータに基づいてデジ

タル値札の表示価格を調整していた(2.15)。 

 消費者が不公平に感じ，パーソナライズド・プライシングにネガティブな反応を示すため，

一見してわかりにくい形でパーソナライズド・プライシングが実現されることがある。この

ような例として，本報告書は，ロイヤルティ・プログラムやクーポンやバウチャーなどの提

供を挙げている。ただ，このような形態でのパーソナライゼーションの実施には問題があり，

新規顧客や価格交渉を行う顧客のみが利益を享受したり，契約更新時ごとに価格値上げを行

う方針を取る事業者がいるなど，あまりアクティブでない消費者にはメリットが及ばないこ

とが指摘されている(2.16)。 

(2) 非価格パーソナライゼーションの弊害 

 本報告書は，価格以外の要素がパーソナライズされる場合についても取り上げている。具

体的には，①ランキングに関するパーソナライゼーション，②フィルタリングに関するパー

ソナライゼーション，及び，③ユーザージャーニーに関するパーソナライゼーションが取り

上げられている。これらの非価格パーソナライゼーションは，消費者が，それがどのように

行われているか，又は行われていること自体を認識していない場合，それが不公正な分配効

果をもたらしたり，脆弱な消費者に害を与える場合には，問題となり得るとする(2.21)。 

① パーソナライズされたランキング 

検索クエリがインプット情報として利用されていることは多くの消費者が認識をしている

と考えられるが，検索結果の表示順序を決定するため，ユーザーの位置情報，過去の検索ク

エリ及び過去の閲覧・購入行動等の情報が使用される場合がある。消費者は検索結果がどの

ような順序で表示されるのか，あるいはその理由を正確に観察することができないため，企

業が消費行動を操作できる可能性が指摘されている。また，購買意欲の高い消費者に高い価

格の商品を提示することで，（間接的にではあるが）パーソナライズド・プライシングと同

様の結果を得ることができる「プライス・ステアリング」につながる可能性もあると述べら

れている(2.23)。 

② おすすめ・フィルターのアルゴリズム 

 おすすめ・フィルターのアルゴリズムとは，本報告書では「消費者に提示される情報や選

択肢の範囲を決定することで，その選択に影響を与えるようなアルゴリズム」とされており

(2.25)，その典型例はYouTubeにおけるおすすめ機能である。本報告書は，その議論の焦点

からは逸れるとしながら，自制心が脆弱化，消費者の使いすぎ，有害な（しかし魅力的な）

コンテンツ拡散の可能性，共有される公共の言説や現実の理解が分断される可能性，に言及

する(2.27)。また，SNSの中毒性等の負の影響は，製品やサービスの品質を効果的に低下さ
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せ，結果として消費者厚生を低下させるとして，競争法の観点からも問題であるとの指摘が

あると述べる(2.28)。 

本報告書は，GoogleやBingの検索窓に自動で出現するクエリの候補についても懸念を示し

ており，この機能が過去のユーザーの検索クエリに基づくため，悪意を持った第三者が数多

くの特定のクエリを送信するなどにより，消費者の選択を操作することが可能となると指摘

する(2.29)。 

③ ユーザー体験・ジャーニーの操作 

 選択肢の設計には，通知やプロンプトを送信するか，そのタイミング，その他のユーザー

体験やジャーニーの側面も含まれるが，これらがパーソナライズされると，消費者の選択と

競争を損なうような歪みをもたらす可能性があるとする。例えば，特定の消費者がアプリで

肯定的な評価をする可能性が高い特定の時間に，その消費者をターゲットにすることにより，

通常であれば行われた評価よりも高い評価が得られるという意味での評価のインフレを招く

ことができることが指摘されている(2.31)。 

(3) アルゴリズムによる差別 

 アルゴリズムシステムを悪用して消費者へのサービスやオファーをパーソナライズするこ

とは，不当な差別につながり得る。英国では，Equity lawにより，サービスを提供する人や

組織が「保護された特性(protected characteristics)17」に基づいて差別することが，間接差別

を含め，一般的に禁止されている。本報告書は，アルゴリズムシステムによる不当な差別も

違法となり得るとするが，執行は困難であり，現在まで英国ではAIシステムの差別に対処す

るための特別な法律は存在しないと指摘する(2.32)。ただし，英国のEquity Lawは属地的な

適用しかなされないため，英国外に所在しオンラインを通じてのみ事業活動を行う事業者に

は適用することはできないという限界がある18。 

 間接的な差別が発生する可能性があるものとして，本報告書では三つの例が挙げられてい

る。第一には，地理的ターゲティングに関するものである。保護された特性を有する需要者

は一定の地域に居住している場合があることから，地域ごとに価格や利用可能サービスを変

えることが差別につながる場合があるとして，米国Amazonの例を挙げる(2.36)。Amazonは，

2016年に米国でプライムサービスの無料即日配送を拡大した際，プライム会員が集中してい

る地域を優先したが，その影響で，黒人が多く住む地域は取り残されたとされている。第二

の例は，オンライン・シェアリングエコノミー・プラットフォームに関するものである。

AirbnbやFiverrなど，プラットフォームがサービスを提供する人に関する情報を提供するこ

 
17 法律上「保護された特性」とは，年齢，障害，自認する性別，既婚あるいは内縁関係にある，妊娠

中又は子供がいること，人種，宗教・信条，性別，性的嗜好を指す(The Equality Act 2010, Section 4)。 
18  See, Equality and Human Rights Commission, Websites and Internet services, (19 Feb. 2019), 
https://www.equalityhumanrights.com/en/multipage-guide/websites-and-internet-services (last seen: 27 Oct. 
2022). 
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とで信頼を築き，取引を促進しようとするものである場合，利用者の有するバイアスを緩和

しきれない状況が生じる。例として，Airbnbにおいて，黒人のホストの同サイトでの収入が

低く，また黒人のゲストが拒絶される割合が高いことを示す調査等が引用されている(2.42)。

第三に，差別的広告ターゲティングが挙げられている。本報告書では，Facebookによる差別

的ターゲティング広告を抑制するための措置が紹介されているが，費用対効果を最適化する

広告配信システムにより，広告主の意図とは関わりなくターゲティング広告が差別的になさ

れることを妨げられないことが指摘される(2.44)。この指摘は，一定の費用でその効果を最

大化するために，例えば収入等一見保護された特性とは関連しないものをパラメーターとす

ると結果として，人種や性別に偏りが出てしまう結果となることを意味していると思われる。 

(4) 不当なランキングとデザイン 

 検索結果のデフォルトやランキング（表示順）については，現在多くの国で問題とされ，

競争法の観点からもいくつか適用事例が出ている。本報告書は，これらデフォルトやランキ

ングが，消費者が効率的に意思決定を行うのに役立ち，プラットフォーム間で競争が行われ

ていれば，積極的な消費者は満足できない場合に他のプラットフォームに乗り換えることも

可能であるとする。しかし，ランキングやデフォルトのために採用する基準に透明性がない

場合，消費者の利益を犠牲にして企業の利益を反映しているのではないかという疑念や懸念

が生じる可能性があると指摘する(2.51)。 

 このような可能性のある場合として，二つの例が挙げられている。第一は，商業的利益の

ために他者を優遇する場合，第二の例は，ユーザーを騙し，意図せず潜在的に有害な意思決

定をさせるユーザーインターフェースデザインである，ダークパターンである。第一の場合

について，消費者は，関連性や価格，品質とは無関係に，単にその位置によって，結果リス

トのトップに近い選択肢を選択する傾向があり，オンライン・プラットフォームが商業的利

益をもたらす事業者を透明性のない形で優遇した場合に，より中立的な選択肢が提示されれ

ばより優れた選択肢を選んだであろう消費者を犠牲にする可能性があるとする。第二の例と

して挙げられたダークパターンの一例として，本報告書は，製品の数量や時間が限られてい

ることを強調するプロモーションメッセージである希少性メッセージの例を挙げ，この希少

性メッセージが誤解を招くようなものである場合に問題であるとする(2.57)。また，バナー

やウェブデザイン等に関し複数の案のどれが優れているかにつき，何度も試行して定量的に

決定するテスト手法であるA/Bテストも，機械学習機能により実行される場合には適切な監

督を欠き，消費者の損害につながる可能性があると指摘されている(2.60)。 

 

２．競争者排除 

 アルゴリズムやAIの利用は事業者の効率化を促し，また各消費者に最も適した商品やサー

ビスとのマッチングを提供し得ることから，競争促進的である場合も多く，それ自体が問題
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とされるわけではない。本報告書では，アルゴリズムシステムが支配的な企業によって使用

され，競争者が市場における当該事業者の地位に挑戦することを制限するような場合に問題

となるとされている。わが国報告書において「市場において複数の事業者が競争している場

合においてはパーソナライズド・プライシングによって競争が促進される場合も多い」こと

から，価格差別そのものが問題となるわけではなく，「基本的には，市場において有力な地

位を占める事業者がパーソナライズド・プライシングを行」い，競争事業者を排除するなど

の場合がわが国独占禁止法との関係で問題となり得ると指摘されているが19，これと同趣旨

であると考えられる。 

(1) 自己優遇(Self-preferencing) 

 有力なデジタル・プラットフォームは，商品やサービスの検索・マーケットプレイスでの

提供において，ゲートキーパー的役割を果たす場合がある。このようなプラットフォームの

利用により，消費者は多くの商品・サービスの中から自己の希望に合うものを容易に発見す

ることができ，また，商品・サービス提供事業者にとっても消費者へのリーチが容易になる。

この意味で，市場の競争を促進する意味においてこれらデジタル・プラットフォームの果た

す役割は大きいが，反対に反競争効果をもたらすと懸念される場合がある。 

 ゲートキーパーとなる検索サイトあるいはマーケットプレイスを運営する事業者自身が，

自ら商品又はサービスを提供している場合，当該事業者が競争事業者と比較して自らの商

品・サービスを検索サイトあるいはマーケットプレイス等で優遇した場合，すなわち，自己

優遇が行われた場合には競争者を排除する効果が生じ，問題となり得る。自己優遇について，

本報告書においては，「デジタル・プラットフォームが，競争者の商品・サービスを犠牲に

して自らの商品・サービスを優先する決定を行うこと」であると定義されている。本報告書

は，デジタル・プラットフォームが行う取り扱いが，自社の製品及びサービスとライバル企

業の製品及びサービスとの間の「メリットに基づく競争」によらない場合に特に問題となる

とする(2.64)。 

 デジタル・プラットフォーム事業者による自己優遇の典型例は，ランキングにおける自社

商品・サービスの優遇であろう。EUのGoogle事件20はランキングにおける自己優遇が排除行

為とされ，市場支配的地位の濫用が認定された事例である。ランキングにおける自己優遇は，

わが国報告書においても競争を阻害するおそれのあるものとして取り上げられている。 

 自己優遇との関連ではランキングが問題とされることが多いが，本報告書は，それ以外に

も，デフォルトやsaliency（配置によって注意を誘引すること）の効果を利用する自己優遇

も問題となり得るとし，その具体例として，Amazonに掲載されている商品のデフォルトの

小売業者である「Featured Offer」（以前の名称は「Buy Box」）を挙げる。消費者がBuy Box
 

19 デジタル市場における競争政策に関する研究会・前掲注(9)47頁。 
20 Google and Alphabet v Commission, T-612/17(2021). 
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を通じて購入する割合は非常に高いが，Buy Boxに入る事業者の選定アルゴリズムの詳細に

つき，Amazonは公開していない(2.68)。 

 さらに，顧客に示される選択肢に影響するアルゴリズムは，情報の非対称性や潜在的な利

益相反が存在する状況下で使用される可能性があるとする。例えば，消費者又は利用事業者

がその選択肢の決定をデジタル・プラットフォームに委託する場合や，デジタル・プラット

フォームが取引の仲介者として行動する場合などであって，その決定がアルゴリズムによっ

て行われる場合（例えば，GoogleのAdTech）に，そのアルゴリズムは市場が機能するかどう

かの鍵となる。このアルゴリズムの信頼性や透明性が不十分である場合に，当該デジタル・

プラットフォームは消費者や取引事業者ではなく，自らの利益のために行動しているのでは

ないかという疑念が生じ，最終的には消費者や顧客がデジタル市場への参加を取りやめるこ

とにつながりかねない。 

 このような事態を避けるため，デジタル・プラットフォームによる自発的な開示が行われ

ない場合には，規制当局が介入して，アルゴリズムの動作を監査・確認する技術・取り組み

に直接投資したり，独立したアルゴリズム監査プロバイダーの開発促進等により，情報の非

対称性を緩和することが有効な場合があるとする(2.71)。 

(2) アルゴリズムの操作及び意図せぬ排除 

 本報告書は，ランキングアルゴリズムの操作について，自己優遇とは別の項目で言及して

いる。 

 まず，本報告書は，ランキングアルゴリズムやその他のプラットフォームの設計上の選択

を操作すること，例えば，アルゴリズムを変更して，新規参入企業の成長にとって重要な時

期に，その認知度や知名度を一時的に低下させる等の行為を行うこと等により，既存企業を

優遇し競争事業者を排除できる可能性があるとする。本章は，市場支配的なプラットフォー

ムにより行われることを前提として書かれており，このような排除は，現在の英国競争法上

も問題となり得るものである。 

 さらに本報告書は，より一般的に，合理的な目的のためであっても，FacebookやGoogleな 

どのゲートウェイ・プラットフォームによる複雑なアルゴリズムシステムの変更は，それに

依存している企業に意図しない弊害が生じ，多くの企業が意図せずに排除されるなど，市場

での競争に悪影響を及ぼす可能性があるとする。これらのアルゴリズムの運用の変化を理解

し，それに適応することが必要になるとすれば，それは参入障壁となる可能性があるとも述

べる(2.73)。このような，合理的目的のためのアルゴリズムの変更は，即座に競争法上問題

となるとまでは言えないと思われるが，本報告書は，プラットフォームは，意図しない影響

も含め，自らのアルゴリズムに責任があるとし，影響を受ける可能性のある事業者は，アル

ゴリズムの機能につき十分な説明を受け，重大な影響を与える可能性のある変更について十

分な通知を受ける必要があると述べる(2.75)。 
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(3) 略奪的価格設定 

 本報告書は，アルゴリズムを利用した略奪的設定についてごく簡単に触れている。理論的

には，消費者のデータ，アルゴリズム，パーソナライズド・プライシングの技術を利用して，

乗り換えのリスクが最も高い顧客や，新たな競争相手にとって重要な顧客を特定し，選択的

に価格設定を行うことにより，競争事業者を排除することが，より容易に，より効果的に，

よりコストをかけずに可能となり得ると指摘している(2.77)。 

 

３．アルゴリズムによる共謀 

 アルゴリズムについては，それがカルテルを容易にすること，場合によっては，アルゴリ

ズムが自己学習の結果カルテルを創出する可能性もあることなどから，アルゴリズムとカル

テル（事業者間の協調・共謀）に関して各国で活発に議論が行われている。 

 本報告書は，アルゴリズムによる共謀をめぐる懸念を，①明示的な協定の促進，②ハブア

ンドスポーク型，③自律的な暗黙の共謀可能性，に大別している。わが国報告書もその分類

において引用するOECDの報告書では，アルゴリズムと共謀に関し懸念される類型として，a. 

監視アルゴリズム，b. 並列アルゴリズム，c. シグナリング・アルゴリズム，d. 自己学習型

アルゴリズム，を例示している21。このうち，a，b，dはそれぞれ本報告書の①，②，及び③

に直接対応している。cについては検討されていないようにも一見思われるが，それが明示

的な競争を促進し得るという意味では，一部内容的に①に含まれるとも考えられる。 

 ①について，本報告書は，「自動化された価格設定システムの利用により，協調から乖離

が生じた場合にこれを察知し，対応することが容易になるため，明示的協調が促進される」

とする(2.80)。この動きを即座に察知し，あるいはそれ以上に値下げをすることがわかって

いれば，カルテル逃れを行うインセンティブは各参加者から失われ，当該価格カルテルは安

定したものとなる22。また，そのようにカルテルからの逸脱に自動的に反応し，逸脱を罰す

るような複雑なアルゴリズムではなく，単純な価格設定アルゴリズムであっても，競争者の

リアルタイム価格データにアクセスできるようになれば，事業者間の明示的な協定をより安

定させることが可能であるとする。なお，相互に価格を瞬時に参照し合うことにより，価格

が斉一化する可能性はあるが，本報告書はそれ自体を必ずしも問題とするものではなく，既

に合意があることを前提として協調の安定化を問題とする。 

 ②に関して本報告書は，同一アルゴリズムシステムを使用する場合，同一ソフトウェアや

サービスを使用し，または，共通の仲介者に価格決定を委ねたりすることにより，「ハブア

ンドスポーク」構造が形成され，情報交換が促進され，競争価格以上の価格をもたらす可能

 
21 Supra note 1, pp.26-31. 
22 このような効果を持つアルゴリズムは，OECD報告書，わが国報告書などでは「監視型アルゴリズ

ム」として紹介されている。 
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性が懸念されるとする(2.80)。例えばAmazonマーケットプレイス等のプラットフォームはサ

ードパーティー供給者に対して価格設定・管理支援アルゴリズム（自動価格設定アルゴリズ

ムを含む）を提供しており，これらのプラットフォームが供給者ごとに独立して価格・推奨

価格を最適化しているかは疑問であると指摘する(2.83)。 

 ③は，価格設定アルゴリズムが高度化，複雑化し，深層強化学習(deep reinforcement 

leaning)などの技術を用いて，人間のカルテルを行う意図やコミュニケーションなしに，カ

ルテルを行うことを学習するのではないかという懸念であり，シミュレーション研究ではこ

のことが現実化する可能性があるという明確な懸念が示されている，と本報告書は指摘して

いる(2.85)。 

 しかし，実際に，①に該当するカルテルに対して何らかの措置を執った事例はこれまでほ

とんどなく，②及び③のように当事者間で直接的な接触のない事例に対して，競争当局が異

議を唱えることができるのかについては不透明であるとされている(2.87)23。 

 

４．非効率的なプラットフォーム監視の弊害 

 プラットフォームは，その運営上，不正等を防止するためにアルゴリズムを用いることが

ある。例えば，商品・サービスに関する偽の評価などを防止するためにアルゴリズムが用い

られている。しかし，それにもかかわらず実際には効果がなく，透明性の欠如と相まって，

外部から評価することができないことを，本報告書は「非効率なプラットフォーム監視の弊

害」と定義し，取り上げている。消費者への直接的な害悪や競争への影響に関する項目の内

容と重なる部分がある一方で，この弊害が独立した項目として取り上げられているのは，事

業者が効率性向上のインセンティブが得られない等，消費者への害悪となるだけでなく，よ

り広い意味での社会的弊害につながるからであり，規制当局が透明性の欠如に対処する必要

性があるからであると説明されている(2.89)。 

 本報告書は，「非効率的なプラットフォーム監視の弊害」の実例として，Amazonは商品

の偽レビューを排除するアルゴリズムを取り入れているとするが，英国消費者団体の調査で

多くの偽レビューが発見されていること，Facebookが2019年に700万件のヘイトスピーチを

アルゴリズムによって検出し削除したと発表したが，このアルゴリズムは約40の言語でしか

機能していないこと，等を挙げている(2.90，2.91)。 

 

Ⅳ アルゴリズムの弊害以外の論点 

１．アルゴリズムの弊害を調査する技術 

 アルゴリズムから上記の弊害を生じているかを調査するためには，一定の技術が必要であ

 
23 わが国報告書（2021年3月公表）も，自己学習型アルゴリズムを利用した協調的行為の具体例は，

国内外において確認できていないとされている。 
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り，また，調査の正確性を確保するためにはアルゴリズムを利用する事業者等から情報提供

を受ける必要もあり，適切に調査を遂行することは必ずしも容易ではない。本報告書は，ア

ルゴリズムの弊害を調査する技術として，企業のデータやアルゴリズムに直接アクセスする

ことなく，有害性を調査する技術，及び，データやアルゴリズムへの直接アクセスが可能な

場合の危害の調査手法，に分類して検討を行っている(3.1)。 

 事業者のデータやアルゴリズムにアクセスできない場合には，一以上のアルゴリズム・プ

ロセスによって動くシステムのインプットとアウトプットを分析することが通例であると本

報告書は述べる(3.2)。このような分析の例として，ミステリーショッパーの利用，スクレ

イピング調査，APIの使用，リバースエンジニアリングによる試験等が挙げられている。こ

れら，インプットとアウトプットを分析する方法に関し，例えばアルゴリズムによる協調行

為のように，複数の自動化システム又はアルゴリズムの相互作用として弊害が生じる場合，

価格競争の減少など，アルゴリズムの相互作用全体から生じる弊害については特定できても，

個々のアルゴリズムがどのような役割を果たしているかを特定するのは困難である等，問題

点が指摘されている。 

 また，本報告書は，入力情報に対して出力が確認された後，懸念される弊害が生じている

かの分析が必要となるが，いかなる分析方法が適切であるかは，懸念される弊害の内容，調

査対象システム，及びシステムが稼働する状況，文脈，により異なるとする。また，公正さ

に関する弊害が懸念される場合，そもそも「公正さ」の定義や解釈が様々であること，また，

調査に当たり利用する技術は，保護された特性に関するデータにアクセスすることが必要で

ある場合が多く，それらデータは容易には入手できないという問題も指摘されている(3.11)。 

 データやアルゴリズムに直接アクセスすることができる場合には，三つの分析方法，すな

わち，コードを実行してテストを行う「動的解析」，コードを環境から切り離し解析を行う

ことによりフォーマットエラーを特定する「静的解析」，及び，手作業による「コードレビ

ュー」が可能であると述べる(3.13)。その潜在的な効果は，アクセスを行わない調査よりも

大きいが，規制当局がこのような方法で効果的にアルゴリズムを調査できるかは，例えば関

連する法律やソフトパワーを通じて事業者が積極的に関与するための適切なインセンティブ

を提供できるかどうか，及び，効果的な公式の情報収集力が存在するかどうかの両方に大き

く依存すると指摘する(3.19)。 

 

２．規制当局の役割 

 アルゴリズム，アルゴリズムシステムに関連して，当局が介入する必要性が高い場合とし

て，本報告書では以下の2つが挙げられている(4.2)。 

①アルゴリズムシステムの不透明さと運用の透明性の欠如により，消費者や顧客が事業者

を効果的に牽制することを困難にしている場合。特に，オンラインでの選択アーキテクチ
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ャに関し示された行為の多くは，より巧妙になり，検出が困難になる可能性が高い。 

②英国経済（および国際経済）において重要な戦略的地位を占める事業者のアルゴリズ

ム・システムに関わる場合。 

具体的にどのような事業者が②で言及される事業者に該当するかの例示等は本報告書におい

て示されてないが，英国を含む世界の各市場において非常に重要な地位を占める，いわゆる

GAFA等を含むものと考えられる。 

 CMA及び規制当局が介入を行った結果として，取り得る行為として，以下の四点が挙げ

られている。 

(1) 事業者へのガイダンス提供，基準の設定又は明確化 

 従来より，CMAは様々な行為類型に関し，事業者が法令を理解し，その遵守を支援する

ために，ガイダンスや基準を策定，公表している。本報告書は，アルゴリズムに関しても，

ガイダンスや基準の策定がもたらす潜在的メリットが専門家により示されているとする

(4.6)。差別に関連するアルゴリズムの弊害に関しては，様々な取り組みがなされており，

これまで官民双方で開発されてきた倫理的アプローチ，ガイドライン，ツール，ルールを策

定することをCMAは支持するが，ガイドラインや原則の多くは法的拘束力を持たず，場合

により，さらに踏み込んだ対応が必要となるとする(4.7)。 

 また，透明性に関しても基準等の作成に向けて取り組みがなされており，その確保は，消

費者及び顧客が自ら問題を特定し，当局の介入なく問題を相手方事業者との間で解決するた

めに重要であると本報告書は指摘する。この目的達成のため，規制当局はアルゴリズムシス

テムのアウトプットに関し詳細な説明を事業者に求め，また，利害関係者や専門家と協力し

て実現可能な基準やベストプラクティスを策定することも可能であるとする。基準が明確に

なることにより，事業者が透明性のプロセスを後回しにせず，これに対応したアルゴリズム

を設計するインセンティブが高まる可能性があるとする(4.12)。 

(2) 既存の被害の特定及び救済 

 CMAのデータ・テクノロジー・アナリティクス・ユニット(DaTA)は，アルゴリズムの弊

害の端緒を特定するため苦情，報道，論文等を監視しており，様々な方法により潜在的なセ

オリーオブハームを検討し，事案を積極的に特定しようとしている。実際に正式調査が始ま

れば，より詳細な分析のための情報を要求することが可能となる。また，研究者や報道関係

者，市民組織に対し，関連情報の提供や，必要に応じて市民・競争への弊害を特定するため

の協力を要請しており，このほか，消費者の自衛に役立つ関連ソフトの開発にも関心を有し

ていると述べる(4.17)。 

 事業者のアルゴリズムの使用により消費者法又は競争法を侵害していると疑う合理的な理

由がある場合には，CMAによる正式調査が行われる。違反行為に対し，CMAは，状況に応

じて措置を取るが，あり得る措置内容として，本報告書では以下が挙げられている。①消費
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者に対しアルゴリズム・システムに関する情報開示を要求，②認証された監査人等への詳細

情報開示，検査協力（データへのアクセス提供，アルゴリズムシステムの設計・保守等に関

する文書，通信へのアクセス等）を要求，③継続的な監査，報告，又は主要システムへの

APIアクセスの要求，④新たに導入・変更されるアルゴリズムシステムのリスク評価，及び/

又は，現存するアルゴリズムシステムの影響評価を事業者に要求，⑤主要アルゴリズムシス

テムの設計及び運用に一定の変更を命じ，この命令が遵守され必要な変更が行われることを

確保するため監査人を選任することを要求すること(4.21)。 

 正式事件とすることにより，法律が明確化し，関連政策がより練られたものとなり，また，

他の事業者に対して違反行為を示す効果を生じ，さらに正式事件から得られた知見をガイダ

ンスにフィードバックすることが可能となるなど，より広範な利益をもたらすと述べられて

いる(4.22)。 

(3)  アルゴリズムによる継続的なモニタリング 

 本報告書は，アルゴリズムシステムは頻繁に更新されるため，一度限りの調査では十分で

はなく，継続的に監視し，違反があった場合には処分を行うことの必要性を説く(4.23)。ま

た，事業者がコンプライアンス担当者を常設し，弊害に対処するための基準への適合性等を

報告することが求められれば，より一貫性のある監視が可能となるとする(4.26)。 

 政府が2021年4月からCMA内に設立することとなるDigital Market Unitは，戦略的市場地位

(Strategic Market Status, SMS)を有する事業者を監督し，競争促進のために介入する権限や，

SMSを有する事業者よりも広い対象に対する情報収集権限を有すべきことが提言されており，

いずれも，アルゴリズムにより可能となった行為を停止，中止，又は原状回復させることを

可能とする権限を有する必要があると述べる(4.27)。 

(4)  デジタル機能の構築と活用およびコラボレーションの強化 

 CMAは，人的リソースに投資し，また，監視，情報収集，調査及び効果的な措置の策定

などに新たな機能を活用してきたとする。また，法律上の制限を留保しつつ，他の規制当局

や国際的な競争当局間の協力を構築していくとの意思を有していることを表明している

(4.28～4.30)。 

 

Ⅴ おわりに 

 以上，CMAにより公表された本報告書につき，アルゴリズムが競争及び消費者に与える

可能性のある弊害を中心に概観してきた。上述のように，本報告書はアルゴリズムやアルゴ

リズム・システムの利点も認識，示唆しつつ，弊害に関する記載を中心として報告書を構成

しているが，本報告書はその結論部分で，「利益の最大化のために機械学習システムを設計

している事業者は，適切なガバナンスがない場合には有用なデータであればどのようなもの

であれ使用して継続的に改変，最適化し，その結果，既存の市場の失敗の要因とさらに相互
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に作用し合う可能性がある」と指摘している。また，ダイナミックに進化するデジタル市場

においては，アルゴリズムシステム及びデータは，技術の向上に伴って急速に変化するため，

新たな弊害がすぐに顕在化する可能性も強調されており，CMAが，巨大プラットフォーム

を特に念頭に置き，事業者により利用されるアルゴリズムの影響について深刻にとらえ，規

制の必要性のある弊害を早急に把握するため検討を行っていることが伺える。 

 本報告書に関しては，既にパブリックコメントが求められ，提出されたコメントが公表さ

れている。本報告書が指摘したアルゴリズムの弊害を始めとする内容については，概ね賛同

が得られているが，いくつかの指摘がなされている。 

 上記のように，本報告書では弊害に焦点を当てて検討が行われており，その利点について

はそのいくつかを指摘するにとどまっている。本稿の最初に述べたように，アルゴリズムは

消費者にとって大きな利便性をもたらしてきた。また，競争法の観点から見ても，競争促進

効果をもたらし肯定的に評価される場合も多いと考えられる。前述のように，本報告書は，

事前規制を含めた巨大デジタル・プラットフォームの規制を検討する過程における一つの作

業であるため，この利点と弊害をどのよう評価するのかについては本報告書時点では明らか

とはされていない。実際に規制するにあたっては，このバランスをどのように取り，弊害を

規制していくのか考慮すること，また，それを何らかの基準やガイダンスとして示す必要が

あり，この点は本報告書に対する米国法曹協会を始めとしたいくつかのコメントにおいても

今後の課題であるとの指摘がなされている。 

 同様に，競争の関連する部分について，これを具体的にどのように規制していくかに関し

ても今後の明確化が必要である旨のコメントがなされている24。本報告書が言及した排他的

行為については，これらが検討中の事前規制の対象となるのか，現在の競争法が引き続きも

っぱら適用されるのか，あるいは双方適用可能性があるのか，について報告書は明らかにし

ていない。 

 また，概ね弊害については合意されるものの，いくつか言及されていない点が指摘されて

いる。例えば，IoTについては，その広がりと共に，これまでオンラインのサービスに限定

されていたアルゴリズムの弊害が，物理的な環境にシフトしていることが指摘され，IoT環

境におけるアルゴリズムの弊害にも言及すべきだったのではないかとの指摘がなされている

25。 

 
24 American Bar Association, Comments of the American Bar Association Sections of Antitrust Law and 
International Law on “Algorithms: How They Can Reduce Competition and Harm Consumers”, (16 Mar. 2021), 

 ta elbaliava .6.p
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/994207/Ameri
can_Bar_Association_Comments-AT_SIL_on_CMA_Algorithms_Consultation_Final_3.16.2021.pdf (last seen: 
27 Oct. 2022).  
25 CMA, Algorithms: how they can reduce competition and harm consumers Summary of responses to the 
consultation, p5. 
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その他，個別の弊害に関する主な論点としては，アルゴリズム採用者の「意図しない効

果」として生じる当該アルゴリズムによる競争者の排除について指摘がなされている。その

ような「意図しない効果」による排除があるとしても，それは事後に判明する場合も多い。

特に，事業者が合理的目的のためにアルゴリズムを変更した場合，これをどう評価するのか

については，検討が必要であるとの指摘がなされている。 

 今後，本報告書及びそれに対し行われたコメント等を基礎として，英国はデジタル・プラ

ットフォーム，特にGAFAのような巨大デジタル・プラットフォームに対する規制をいかに

行なっていくかにつき，さらなる検討を続けていくとされる。その際，アルゴリズムに関し

て障害の一つと考えられるのは，外部から見てアルゴリズムが複雑化・ブラックボックス化

していることもあり，実証的な研究が少ないことである。本報告書においても「消費者や競

争の弊害に関する特定の分野では，実証的な研究が比較的少なく，英国ではほとんど行われ

ていない」と指摘がなされている。変化の早い分野であることもあり，弊害を抑制するため

にどのような規制のあり方が効果的・現実的であるのか，さらなる議論を行うことが必要と

なる。 
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